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日本図書館協会学校図書館部会  

（文書による）幹事会議案書（第 37 期第 5 回） 

 
開催期日：2020 年 5 日 9 日（土） メール送信 

提案者：部会長・高橋恵美子 

送信先：高橋恵美子・中村崇・石黒順子・大浦和子・大口和枝・太田克子・笠川昭治・ 

佐藤千春・仲 明彦・長谷川優子・甫仮久美子・堀岡秀清・松本美智子・山本敬子 

 

この文書は、文書によって行う幹事会の議案書です 

○この幹事会は、学校図書館部会規程第 12 条第 10 項に基づいて、文書の送付（送信）に

より部会長が提案し、幹事会構成員に賛否の意思を問うものです。 

○同規定により、幹事会構成員の三分の二以上が、書面又は電磁的方法により賛同の意思表

示をしたときは、幹事会で可決したものとみなされます。 

○役員の皆様には、以下の各議案（各議案の「提案事項」）について、書面又は電子メール

により、賛否の意思表示をお願いいたします。 

 

 

１号議案．総会の開催方法と日程の変更について 

（提案事項） 

2020 年度学校図書館部会定期総会は、あらかじめ部会ホームページに掲載した議案への書

面決議書の提出により行うこと。また、その開催期日を 6 月 11 日に変更し、書面決議書提

出の締切りは 6 月 10 日午後 5 時必着とすること。あわせて、6 月 6 日午前に予定していた

学習会は中止すること。 

 

（提案理由・補足説明） 

 前回幹事会（2020.1.12 開催 37 期 4 回幹事会）では、総会の開催日程を 6 月 6 日と定め

ました。しかし、その後新型コロナウィルス感染症感染防止のため、理事会において通常の

通りの開催は難しいとの判断があり、活動部会通則に特例規定を設け、書面決議及び電磁的

方法による決議を可能にする規定が制定されました。 

 この理事会の判断に従い、学校図書館部会でも、今回の総会については、あらかじめ部会

ホームページに掲載した議案への書面決議書の提出により行うことを提案します。 

 また、この方法により総会を行うためには、事前にホームページに掲載した議案について、

部会員に十分な検討の時間を保障するため、掲載から書面決議書提出締切りまで一定の期間

をおく必要があります。そのため、総会の開催期日を 6 月 11 日に変更し、書面決議書提出

の締切りは 6 月 10 日午後 5 時必着とすることを提案します。 

 なお、このことの部会員への周知については、『図書館雑誌』5 月号に他の各部会と合同

でお知らせするほか、学校図書館部会ホームページ及び部会メーリングリストでも行います。 

 『図書館雑誌』の告知記事に表示する書面決議書提出先（部会事務局）は、今回は部会長

宛とします。 

 

 

２号議案．夏季研究集会の中止について 

（提案事項） 

2020 年度学校図書館部会夏季研究集会は中止すること。 

 

（提案理由・補足説明） 
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 前回幹事会（2020.1.12 開催 37 期 4 回幹事会）では、8 月 5 日～6 日に石川県で開催す

ることを決定しました。その後新型コロナウィルス感染症感染の感染拡大の状況などを見な

がら開催の可否について慎重に検討してきたところですが、最近の状況を見るに、開催は非

常に困難と判断するに至りました。 

 この間、開催に向けご協力頂いた現地の部会員の方や発表者の皆様、実務にあたってくれ

た部会役員の皆様には心からお礼申し上げます。中止の提案は、皆様には申し訳ない気持ち

もありますが、社会情勢上やむを得ないことと思い、ご了承下さいますようお願いいたしま

す。 

 なお、来年度以降の夏季研究集会も含め、何らかの形で、今回の準備を活かせる方策を、

今後の幹事会で検討していきたいと考えています。 

 

○賛否を問う議案は以上です。 

○賛否を問うのは、各議案の「提案事項」のみです（「提案理由・補足説明」はあくまで補

足的な説明であり、議決の対象外です）。 

○役員の皆様には、上記 2 件の議案について、メール等で賛否の意思表示をお願いいたし

ます。 

 

以下は、諸連絡です。 

 

（連絡事項 1） 

部会総会への提案議題の内容については、近日中（5/15～20 頃予定）に、この文書幹事会

と同様の方法で、幹事会に諮ります。 

なお、部会報で募った、部会員からの提案は、今回は特にありませんでした。 

 

（連絡事項２） 

部会報について。 

夏季研究集会中止の連絡や、文書総会で採択予定の「学校図書館における特別なサービスと

資料の提供に関する基本方針」を、部会員にお知らせしたいので、部会報は予定通り 7 月上

旬頃に発行したいと考えています。 

幹事会が開催できないなか、現在記事の候補が他にありません。 

各幹事の皆様には、できれば、それぞれで記事企画をお考え頂き、ご自身で執筆又は周りの

どなたかに執筆依頼して下さいますようお願いいたします。もし記事が出せるようでしたら、

役員メーリングリストにてご報告下さい。 

 

（連絡事項３） 

今後の幹事会開催予定について。 

今後の幹事会開催は、新型コロナウィルス感染症の状況をみながら、別途ご相談したいと考

えています。 

 

以上 


